
(証券コード 5979)

2026年６月５日
(電子提供措置の開始日 2026年６月２日)

株 主 各 位
三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

代表取締役社長 豊 田 悟 志

第49期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第49期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第49期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト

https://www.kaneso.co.jp/ir/kabunushi.htm

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

名古屋証券取引所ウェブサイト

https://www.nse.or.jp/listing/search/

上記の名古屋証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名または

証券コードを入力・検索し、「適時開示情報」を選択のうえ、ご覧くだ

さい。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまし

て、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年６月23日

(火曜日)午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時

2. 場 所 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

当社本社４階 大会議室

3. 目的事項

報告事項 第49期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件

決議事項

第１号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ
れたものとして取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。
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事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度の概況につきましてご報告申し上げます。国内経済は、回復基調で推移

したものの、昨年来からの米国による関税政策をめぐる動きや地政学的リスクが拡大

するなど政情不安にともない、不確実性が高まりました。このような状況の中で、継

続的な物価上昇、及び金融資本市場が変動することとなり、景気の下押しリスクも出

てまいりました。

当社の主要な市場であります国内建設関連業界におきましては、公共投資の底堅い

推移と民間設備投資の持ち直しが見られたものの、資材価格等の高止まりや労務逼迫

の状況が続き、コスト上昇による収益環境の変動から、新規着工の鈍化、及び見直し

などの影響もあり、事業環境は厳しい状況となりました。

その結果、売上高は、83億73百万円（前年同期比3.4％減）となりました。製品分類

別における状況は次のとおりであります。

鋳鉄器材は、新規建築着工が低調であったことから、雨水排水・防水関連製品が減

少しました。また、設備等工事関連製品は需要の停滞から減少し、外構関連製品はや

や持ち直しましたが、全般に低位な状況で推移し、23億23百万円（同6.7％減）となり

ました。

スチール機材は、外構工事関連製品の納入が減少し、設備工事関連製品は、一部設

備工事への納入が寄与しましたが、11億73百万円（同5.4％減）となりました。

製作金物は、外構、街路等関連製品が堅調に推移しましたが、景観整備工事関連製

品の納入は前年並みとなりました。また、建築工事関連製品は堅調でありましたが、

防災工事関連製品の納入は減少し、42億92百万円（同0.0％減）となりました。

その他鋳造製品は、土木向け受託分が減少しました。建機、機械向け製品などは納

入先の需要が底堅く続くものの、需要の調整感もあり、５億83百万円（同9.3％減）と

なりました。

利益につきましては、材料価格の高値状態や、諸物価の上昇にともない、コスト環

境は、厳しい状況が続きました。また、工事の進捗や需要への影響も続くこととなり、

受注、及び販売数量の確保に努め、安定供給体制のもとで原価改善に向けた生産性の

向上や、販売価格の適正化対応を継続してまいりました。また、当期における減価償

却費は、高い状況での推移となりましたことから、売上総利益は30億52百万円（同4.8

％減）となりました。販売費及び一般管理費につきましても、一部経費の上昇による

負担の増加はありますが、継続的な軽減に努め、21億20百万円（同2.9％増）となりま

した。その結果、営業利益は９億31百万円（同18.6％減）となりました。営業外損益

につきましては、金利の引き上げが行われたことにより改善し、経常利益は９億62百

万円（同16.9％減）となり、当期純利益は６億24百万円（同21.9％減）となりました。
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製品分類別売上高・生産高

製 品 分 類 別 売 上 高 生 産 高

百万円 百万円

鋳 鉄 器 材 2,323 830

ス チ ー ル 機 材 1,173 660

製 作 金 物 4,292 2,129

そ の 他 583 998

合 計 8,373 4,618

(2) 設備投資の状況

当期中に実施しました設備投資は、鋳造溶解炉設備、鋳造ライン関連設備、工
場整備工事等４億83百万円であります。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、国内経済が一部に弱い動きが見られるものの、個人

消費や設備投資などは底堅く、緩やかながらも回復基調で推移することが期待されま

す。しかしながら、諸物価の上昇や不安定さを増す世界情勢から、先行きの不透明な

状況が予想されます。建設関連市場におきましては、民間投資の持ち直しと底堅い公

共投資により、堅調な推移が見込まれるものの、事業環境の変動により、需要、及び

供給環境への影響が拡大しております。こうした情勢の中で、動向を注視し、需要開

拓、及び受注確保に向けて、お客様の様々なニーズに対応し、最適な商品、価値を提

供し、安定供給体制を継続し、生産性向上や原価改善への取り組みを進め、業績の向

上に取り組んでまいります。
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(5) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
2022年度
第46期

2023年度
第47期

2024年度
第48期

2025年度
( 当 期 )
第 49 期

百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 8,096 8,664 8,668 8,373

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 純 利 益 709 1,041 800 624

円 円 円 円

１株当たり当期純利益 498.59 731.74 562.19 438.94

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 16,583 17,078 17,565 17,726

百万円 百万円 百万円 百万円

純 資 産 14,007 14,726 15,242 15,591

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

千円 ％

マイウエア株式会社 10,000 100 建材等の販売

(7) 主要な事業内容

製 品 分 類 主 要 製 品

鋳 鉄 器 材 ルーフドレン、マンホール鉄蓋、車止め

スチール機材 スチール製グレーチング

製 作 金 物
ステンレス製グレーチング、クリーンピット、フロアーハッチ、
ＥＸジョイント免震構造建築用、スリットみぞ蓋、カラー舗装用
みぞ蓋、たてとい
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(8) 主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 三 重 県 三 重 郡 東 京 支 店 東 京 都 港 区

大 阪 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市 仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市

福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市 朝 日 工 場 三 重 県 三 重 郡

(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

246名 ２名減

(注)従業員数には準社員（13名）を含み、パートタイマー（21名）は含まれてお
りません。

2. 株式に関する事項

(1) 発 行 可 能 株 式 総 数 4,000,000株

(2) 発 行 済 株 式 の 総 数 1,423,545株（自己株式16,455株を除く）

(3) 当事業年度末の株主数 639名

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

小 林 鋳 造 有 限 会 社 375,000 26.34

小 林 正 和 315,000 22.12

小 林 昭 三 100,000 7.02

小 林 誠 子 100,000 7.02

小 林 裕 和 100,000 7.02

榊 原 靜 枝 45,000 3.16

神 谷 布 左 子 45,000 3.16

石 川 商 事 株 式 会 社 23,000 1.61

株 式 会 社 百 五 銀 行 15,600 1.09

カ ネ ソ ウ 従 業 員 持 株 会 15,500 1.08

(注) 1. 当社は、自己株式16,455株を保有しておりますが、大株主から除外してお
ります。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 上記大株主の神谷布左子氏は、2026年１月に逝去されましたが、2026年３
月31日現在の株主名簿上の名義で記載しております。
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(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

小 林 正 和 取締役会長（代表取締役)

豊 田 悟 志 取締役社長（代表取締役) マイウエア株式会社代表取締役社長

福 田 昭 人 専 務 取 締 役

松 田 洋 一 常 務 取 締 役

小 林 永 朋 常 務 取 締 役

平 山 司 取 締 役 （管 理 担 当 )

小 林 佳 嗣 取 締 役 （事 業 推 進 担 当 )

山 田 耕 二 取締役（常勤監査等委員)

山 田 康 之 取 締 役 （監 査 等 委 員 )

荒 木 康 行 取 締 役 （監 査 等 委 員 )

水 谷 心 一 取 締 役 （監 査 等 委 員 )

(注)1.常務取締役石川文和氏は、2025年６月24日開催の第48期定時株主総会終結の時
をもって退任いたしました。

2.2025年６月24日開催の第48期定時株主総会において、小林佳嗣氏が取締役（監
査等委員を除く。）に新たに選任され、就任いたしました。

3.取締役（監査等委員）山田康之、荒木康行、及び水谷心一の３氏は社外取締役
であります。なお、当社は山田康之、荒木康行、及び水谷心一の３氏を一般株
主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、名古屋証券取引所
に対し届け出ております。

4.当社は、山田耕二氏を常勤監査等委員として選定しております。その理由は、
常勤の監査等委員が、取締役会以外の重要な会議等へ出席し、取締役（監査等
委員を除く。）からの情報収集、及び会計監査人、内部監査部門等との連携を
図ること等により、監査等委員会による監査の実効性を高めるためでありま
す。

5.当社は、取締役（監査等委員）山田耕二、山田康之、荒木康行、及び水谷心一
の４氏との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しており
ます。

6.当社は、全ての取締役を被保険者として、会社役員賠償責任保険を締結してお
り、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に
起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害（損害賠償
金や争訟費用等）を填補することとしております。2027年３月に現行契約が満
了しますが、同様の内容で更新予定です。
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(2) 取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取締役(監査等委員を除く。) ８名 141,875千円

( う ち 社 外 取 締 役 ) (－名) (－千円)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) ４名 15,090千円

( う ち 社 外 取 締 役 ) (３名) (5,850千円)

合 計 12名 156,965千円

( う ち 社 外 取 締 役 ) (３名) (5,850千円)

(注) 1. 上記の取締役（監査等委員を除く。）には、2025年６月24日開催の第48期
定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く。）
１名を含んでおります。

2. 取締役（監査等委員を除く。）８名の報酬額は、2015年６月26日開催の定
時株主総会において月額25,000千円以内と決議しております。

3. 取締役（監査等委員）４名の報酬額は、2015年６月26日開催の定時株主総
会において月額2,500千円以内と決議しております。

4. 上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額15,365
千円が含まれております。

5. 取締役報酬の決定方針は、経営目標の達成と持続的な企業価値の向上につ
なげ、役割職責に相応した基本方針に基づき、透明性と公平性を確保し、
各役位等を勘案し、取締役会において報酬等を決定することとしており、
業績連動報酬は実施しておりません。

取締役の報酬方針
＜取締役の報酬の基本方針＞
・企業の基本理念・経営ビジョンを実践し、経営目標の達成と持続的な企業価値
の向上につながるものとします。

・取締役の役割、及び職責に相応しい水準とします。
・取締役の報酬は妥当性、透明性と公平性を確保します。

＜報酬体系＞
・当社取締役の報酬は、取締役会規程に基づき、各取締役の報酬を決定します。
・各取締役の報酬については、基本方針に基づき、各取締役の役位に応じた報酬
体系とし、取締役会において各取締役の報酬の原案を決定します。

・取締役の報酬は、固定報酬とします。
・取締役に対する報酬等を与える時期は、月ごとの一定日とします。
・取締役個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役
社長が、その具体的な内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議さ
れた報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定す
るものとします。
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(3) 社外取締役に関する事項

① 当該事業年度における主な活動状況

区分 氏名
取締役会
出席率

監査等委員会
出席率

主な活動状況

社外取 締役
（監査等委員）

山 田 康 之 100％ 100％

主に法令・定款の順守に係
わる見地から、議案の審議
に必要な発言を適宜行って
おります。

荒 木 康 行 100％ 100％

主に法令・定款の順守に係
わる見地から、議案の審議
に必要な発言を適宜行って
おります。

水 谷 心 一 100％ 100％

主に法令・定款の順守に係
わる見地から、議案の審議
に必要な発言を適宜行って
おります。

② 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第

１項に規定する最低限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
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5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

五十鈴監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬等の額 21,000千円

② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 21,000千円

(注) 当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に
対する報酬の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬の額等を明確に区
分しておらず、かつ実質的にも区分できませんので、上記の①の報酬等の
額には、これらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、会社が会計監査人と監査契約を締結する際に、取締役、

社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計

監査人に対する報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるか

について、検証いたしました。

また、監査等委員会は、前述の検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、

職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、同意することが相

当であると判断いたしました。

(3) 当社に対する会計監査人の対価をともなう非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任項目に該当すると

認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査

人を解任いたします。この場合には、監査等委員会の選定した監査等委員が、解

任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

また、会計監査人が監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査

業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、監査等委員会は、監査等委員

会の決議に基づき、取締役会に対して会計監査人の解任または不再任に関する議

案を株主総会に付議するよう請求いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社は会計監査人との間に、責任限定契約を締結しておりません。
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6. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

当社は、「業務の有効性及び効率性」、「報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令

等の遵守」及び「資産の保全」という４つの目的を達成するため、内部統制シス

テムの構築をしてまいります。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な

体制を整備することが、最も重要な経営課題のひとつであることを、取締役はじ

め全役職員が認識するとともに、体制の構築を推し進め、株主、取引先、地域社

会、従業員から信頼される会社となることを基本方針としております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

「倫理法令順守マネジメントシステムの枠組みに関する規程」に基づいた「倫

理法令順守マネジメントマニュアル」により、構築すべき倫理法令順守マネジ

メントシステムの枠組みを示し、倫理法令順守のパフォーマンスを高め、「自浄

メカニズム」、「主体的改善メカニズム」がより良く働く組織をつくることを進

める。また、法令順守・企業倫理について統一した考えを明確にし、企業責任

を果たす行動をとるため、全社員共通、共有の「基本理念・経営ビジョン」に

行動指針・規範を明記し、社員の倫理観、道徳観を教育する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に関する文書等は、「文書管理規程」に従って保存及び管

理する。情報の管理については、「情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリ

ティマネジメントシステム 要求事項」に基づいた「ＩＳＭＳマニュアル」に

より、保有する情報の保全を図る。また、知り得た個人情報については、「個人

情報保護マネジメントシステム－要求事項」に従って管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスクマネジメント－原則及び指針」に基づいた「リスクマネジメントマニ

ュアル」により、日常活動を通じてリスクを発見し、それらを適切に処理する。

また、リスクマネジメント方針に基づき、システムの運用展開を図ることによ

り、経営に関わるリスクを全社的視点で合理的かつ最適な方法で管理し、全体

最適かつ機動力の高い対応を行う。そして組織が緊急事態に陥った場合、組織

の機能を維持し、迅速に復旧できるよう緊急時対策及び復旧対策を計画し、実

行していくために、適切なリスクマネジメントの導入を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「取締役会規程」等の社内規程を順守するとともに、毎月１回の定例取締役会

の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められ

た事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監視す

る。
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⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ会社の状況に応じて、当社の社内規程に準じて必要な管理

を行うとともに、会計監査人等へ必要な情報を提供し、グループ会社の業務全

般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。また、監査等委員会は会計

監査人等と連携を図り、グループ会社全体の管理、監督を適正に行う。

⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告

するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたこ

とを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社に著しい損害

を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従って、直ち

に監査等委員会に報告する。当社は、当該報告を行った者に対し、解雇その他

いかなる不利益な取扱を行わないことを「公益通報者保護法に関する内部規程」

に定め運用している。

⑦ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査等基準」に基づい

て常勤監査等委員が中心となり、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）等から職務執行の状況を聴取し、重

要な決裁書類を閲覧するなどにより、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の業務執行を監査する。また、監査等委員会は、必要に応じ、弁護士、公

認会計士、その他法律・会計の専門家等を活用することができ、その費用は会

社が負担するものとする。

(2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社は、反社会的勢力及びその団体との関係を遮断し排除することが、当社に

対する公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保のために不可欠であ

ることを認識し、その対応は管理部総務担当が統括部門となり、警察等関係機関、

顧問弁護士等と緊密に連携して適切に対応する体制を整備しております。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況）

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
法令順守・企業倫理についての考えを明確にし、企業責任を果たす行動をと

るための行動指針・規範を明記した、全社員共通、共有の「基本理念・経営ビ
ジョン」を毎年度更新し、全役職員に配布し、周知徹底をしております。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する稟議書、議事録等の文書の管理については、「文

書管理規程」等の社内規程等に基づき、適正に保存及び管理しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスクマネジメント－原則及び指針」に基づき、各部門の責任者が、法令順

守やリスク管理についての徹底、指導を行い、日常活動を通じてリスクの早期
発見と未然防止に努めております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」等に基づき、月に１回定時取締役会を開催するほか、必要に

応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、経営に関する重要事項等の決
定を行っております。当期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）におけ
る取締役会の開催状況は13回であります。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の社内規程に準じて必要な管理を行うとともに、会計監査人等へ必要な

情報を提供しております。

⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告
するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたこ
とを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
内部通報制度を設け、法令等の順守をはじめとする問題についての報告や相

談に管理部総務担当が応じております。また、報告や相談を行った本人や部署
に対する保護を定めており、通報者が不利益を被ることがないような体制を整
備しております。

⑦ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査等委員が中心となり取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役

等から経営、業績に影響を及ぼす重要な事項等について報告を受けております。
また、会計監査人と定期的に会合等をもち、情報の交換を行っております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
三重県企業防衛対策協議会に加盟し、関係機関とも連携し、反社会的勢力排除

に向けた体制を整備しております。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、安定した配当を継続して実施することを基本方針として、中間及び期
末の年２回、配当を行うこととしております。
当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり125円を実施することを決

定いたしました。すでに、2025年12月５日に実施済みの中間配当金１株当たり75
円とあわせまして、年間配当金は１株当たり200円となります。
なお、当社は定款の定めにより、会社法第459条第１項各号に定める事項につい

ては、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めること
としております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、１株当たり当期純利益を除き、表示単位

未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

11,998,276

9,399,995

56,766

337,731

918,582

592,248

179,020

467,038

10,693

41,085

△4,886

5,728,611

4,589,736

1,126,035

86,016

1,380,317

21,278

77,026

1,731,904

64,501

102,655

15,917

11,184

4,732

1,122,957

52,722

10,000

3,500

5,469

181,089

882,176

△12,000

流 動 負 債

買 掛 金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

前 受 収 益

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

リ ー ス 債 務

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

そ の 他

875,290

247,062

20,315

186,879

64,890

194,684

325

88,295

72,836

1,260,373

50,988

370,241

215,631

623,511

負 債 合 計 2,135,663

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

別 途 積 立 金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

15,576,561

1,820,000

1,320,000

1,320,000

12,507,139

275,400

12,231,739

9,900,000

2,331,739

△70,577

14,663

14,663

純 資 産 合 計 15,591,224

資 産 合 計 17,726,887 負 債 ・ 純 資 産 合 計 17,726,887

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,373,153

売 上 原 価 5,320,761

売 上 総 利 益 3,052,391

販売費及び一般管理費 2,120,409

営 業 利 益 931,982

営 業 外 収 益

受 取 利 息 17,511

受 取 配 当 金 1,055

不 動 産 賃 貸 料 18,140

作 業 く ず 売 却 益 7,221

保 険 配 当 金 6,442

雑 収 入 4,870 55,240

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21,909

不 動 産 賃 貸 費 用 2,514

雑 損 失 504 24,928

経 常 利 益 962,294

特 別 利 益

受 取 保 険 金 20,000 20,000

特 別 損 失

損 害 賠 償 金 100,000 100,000

税 引 前 当 期 純 利 益 882,294

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 271,274

法 人 税 等 調 整 額 △13,829 257,444

当 期 純 利 益 624,850

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 1,820,000 1,320,000 1,320,000 275,400 9,900,000 1,991,597 12,166,997

当期変動額

剰余金の配当 △284,709 △284,709

当 期 純 利 益 624,850 624,850

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － 340,141 340,141

当期末残高 1,820,000 1,320,000 1,320,000 275,400 9,900,000 2,331,739 12,507,139

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △70,577 15,236,420 6,116 6,116 15,242,536

当期変動額

剰余金の配当 △284,709 △284,709

当 期 純 利 益 624,850 624,850

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 8,547 8,547 8,547

当期変動額合計 － 340,141 8,547 8,547 348,688

当期末残高 △70,577 15,576,561 14,663 14,663 15,591,224

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式……移動平均法による原価法

そ の 他 有 価 証 券

市場価格のない株式等以外のもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料及び仕掛品……総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯 蔵 品……最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）……定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 17～50年

機械及び装置 ９～10年

無形固定資産（リース資産を除く）……定額法

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており

ます。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しており

ます。
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3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金……従業員に対する賞与の支給に充てるため、賞与

支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退 職 給 付 引 当 金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、発生時の翌事業年度に全

額費用処理しております。

(4) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金……役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して

おります。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化関連製品・産業用鋳物の製

造及び販売をその事業としており、単一セグメントであります。

製造請負・販売契約においては、受注した製品を生産し引き渡す履行義務を負っ

ております。

受注した製品を生産し引き渡す履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧

客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識

しております。なお、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客

に移転される時までの期間が通常の期間である場合については、出荷時に収益を認

識しております。

5. 表示方法の変更に関する注記

前事業年度において「雑収入」に含めておりました「保険配当金」（前事業年度

996千円）については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記して

おります。
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会計上の見積りに関する注記

棚卸資産の評価

1.当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

科目 当事業年度

製 品 592,248

仕 掛 品 179,020

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 467,038

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

棚卸資産の評価については、正味売却価額が取得原価よりも下落している場合に

は、評価損を計上しております。また、将来の消費見込み数量または販売見込み数

量を超過するものを過剰在庫として取扱い、必要な評価損を計上しております。当

事業年度の戻入額相殺後の評価損金額は3,056千円であります。

正味売却価額及び将来の消費見込み数量並びに将来の販売見込み数量は、期末前

の実績に基づき算定しているため、実際の市場における将来の市況悪化または正味

売却価額が当社の見積りより悪化した場合は、追加評価損が必要となる場合があり

ます。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 10,345,201千円

2. 関係会社に対する金銭債権債務

短 期 金 銭 債 権 1,574千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 8,040千円

営業取引以外の取引高 990千円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 1,440,000株

2. 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普 通 株 式 16,455株
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3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2025年５月７日
取締役会

普通株式 177,943 125.00
2025年
３月31日

2025年
６月６日

2025年11月４日
取締役会

普通株式 106,765 75.00
2025年
９月30日

2025年
12月５日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度とな
るもの

2026年５月８日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事項を次の
とおり決議しております。
①配当金の総額 177,943千円
②１株当たり配当額 125.00円
③基準日 2026年３月31日
④効力発生日 2026年６月８日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞 与 引 当 金 27,212千円

退 職 給 付 引 当 金 114,108千円

貸 倒 引 当 金 5,204千円

棚 卸 資 産 58,906千円

未 払 事 業 税 12,530千円

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 66,457千円

未 払 役 員 退 職 慰 労 金 832千円

投 資 有 価 証 券 360千円

減 損 損 失 56,872千円

そ の 他 10,436千円

繰 延 税 金 資 産 小 計 352,921千円

評 価 性 引 当 額 △165,300千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 187,621千円

繰延税金負債

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △6,532千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 △6,532千円

繰延税金資産の純額 181,089千円
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組方針

当社は、事業活動に必要な資金は自己資金を充当しており、銀行借入等による

資金調達は行っておりません。

また、余剰資金は安全性の高い金融商品で運用しており、デリバティブはまっ

たく利用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒

されております。投資有価証券は、主に取引先金融機関との取引の深耕等に資す

る株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

当社は、与信管理規程に従い、受取手形、電子記録債権及び売掛金について、

取引開始時における信用調査及び実地調査、与信限度額の設定、継続的な与信

管理、回収状況の管理等を実施しております。

② 市場リスク

当社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の

財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しておりま

す。

③ 資金調達に係る流動性リスク

当社は、自己資金において十分な流動性を維持することにより、流動性リス

クを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が

変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません((注)
を参照ください)。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録
債権、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済される
ため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時 価 差 額
投資有価証券
その他有価証券 26,172 26,172 ―

資産計 26,172 26,172 ―
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（注）市場価格のない株式等

(単位：千円)

区 分 貸借対照表計上額

非上場株式 26,550

関係会社株式 10,000

出資金 3,500

これらについては、「その他有価証券」には含まれておりません。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相

場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能な

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 26,172 ― ― 26,172

資産計 26,172 ― ― 26,172

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

これらの時価は、相場価格を用いて評価しております。当社が保有している上場
株式は活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

鋳鉄

器材

スチール

機材

製作

金物
その他 合計

顧客との契

約から生じ

る収益

2,323,377 1,173,437 4,292,511 583,827 8,373,153

外部顧客へ

の売上高
2,323,377 1,173,437 4,292,511 583,827 8,373,153

2.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注

記」に記載のとおりです。

１株当たり情報に関する注記

１ 株 当 た り 純 資 産 額 10,952円39銭

１株当たり当期純利益 438円94銭

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益 624,850千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式に係る当期純利益 624,850千円

普通株式の期中平均株式数 1,423,545株

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

(注) 記載金額は、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を除き、表示単位
未満の端数を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月25日

カネソウ株式会社
取 締 役 会 御 中

五十鈴監査法人

桑名事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 田 哲 也

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 士 雄 次

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、カネソウ株式会社

の2025年４月１日から2026年３月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価す
る。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監
査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え
られる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第49期事業年度における取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠した当期の監査方針、職務の分担等

に従い、会社の内部監査室及び内部統制所管部門と連携のうえ、重要な会議等における意思

決定の過程及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役

及び使用人等の職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた

しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人五十鈴監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日
カネソウ株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 山 田 耕 二 ㊞

監 査 等 委 員 山 田 康 之 ㊞

監 査 等 委 員 荒 木 康 行 ㊞

監 査 等 委 員 水 谷 心 一 ㊞

(注) 監査等委員山田康之、荒木康行、水谷心一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規

定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）７名全員

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の

選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査等委員会から、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状

況及び業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であるとの意見表明を

受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１
小 林 正 和
(1954年10月25日生)

＜再任＞

1979年10月 カネソウ株式会社設立

315,000株
当社専務取締役

1991年３月 当社代表取締役副社長
1998年３月 当社代表取締役社長
2008年３月 当社代表取締役会長（現任）

２
豊 田 悟 志
(1965年２月６日生)

＜再任＞

1988年３月 当社入社

837株

2009年11月 当社業務部長兼品質保証部
長

2011年６月 当社取締役事業推進副本部
長

2015年10月 当社取締役事業推進本部長
2016年６月 当社常務取締役事業推進本

部長
2022年３月 当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
マイウエア株式会社代表取締役社長

３
松 田 洋 一
(1967年９月８日生)

＜再任＞

1991年３月 当社入社

200株

2015年５月 当社鋳物事業本部鋳物事業
部長

2018年６月 当社執行役員鋳物事業本部
副本部長

2019年６月 当社取締役鋳物事業本部長
2022年６月 当社常務取締役（事業推進

担当）
2025年６月 当社常務取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

４
小 林 永 朋
(1989年９月５日生)

＜再任＞

2013年４月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀
行(現 株式会社三菱ＵＦＪ
銀行)入行

356株
2018年４月 当社入社

当社執行役員経営管理室長
2020年６月 当社取締役（経営管理室長）
2022年６月 当社取締役（営業担当）
2025年６月 当社常務取締役（現任）

５
平 山 司
(1965年３月18日生)

＜再任＞

1987年３月 当社入社

468株

2011年６月 当社経理部部長
2022年６月 当社執行役員管理部経理担

当部長
2024年６月 当社取締役（経理担当）
2025年６月 当社取締役常務執行役員

（管理担当）（現任）

６
小 林 佳 嗣
(1973年３月24日生)

＜再任＞

1995年３月 当社入社

54株

2022年４月 当社事業推進部部長
2022年６月 当社執行役員営業販売管理

担当
2025年６月 当社取締役常務執行役員

（事業推進担当）（現任）
(注)１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．当社は、取締役の選定において、取締役としての知識、経験、実績
等を勘案して、取締役会において決定する方針をとっております。
また、業務執行取締役は任期１年であり、毎年の実績や経営の貢献
度を鑑み、取締役相互の評価により、適切に選任を行っております。
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第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役２名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１
山 田 康 之
(1953年２月10日生)

＜再任＞

1975年４月 株式会社東海銀行（現 株
式会社三菱ＵＦＪ銀行）入
行

―株

2002年11月 同行岡崎法人営業部部長
2004年12月 株式会社ティーファス転籍

2005年１月 同社執行役員

2006年６月 同社取締役常務執行役員営
業第一本部長

2009年６月 同社代表取締役社長兼営業
第一本部長

2009年10月 同社代表取締役社長

2015年６月 同社非常勤相談役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）
（現任）

２
水 谷 心 一
(1958年10月28日生)

＜再任＞

1981年４月 桑名信用金庫（現 桑名三
重信用金庫）入庫

―株

2009年６月 同庫資金運用部部長執行役
員

2010年６月 同庫常勤理事
2013年６月 くわしんビジネスサービス

株式会社社長
2014年２月 株式会社中部しんきんカー

ド営業部副部長
2014年６月 同社取締役営業部長
2022年６月 桑名三重信用金庫営業推進

部シニアアドバイザー
2024年６月 当社取締役（監査等委員）

（現任）
(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 山田康之氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、株
式会社三菱ＵＦＪ銀行において支店長、主に営業部門の主要な役職を経た
後、同行の関連会社において取締役を歴任し、幅広い知識と経験を有して
おり、また当社の監査等委員である社外取締役であったことから、当社の
事業内容等にも精通しているため、社外取締役候補者とするものでありま
す。なお、同氏の監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の時
をもって10年となります。
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3. 水谷心一氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。水谷心一氏
は桑名三重信用金庫において支店長、主に営業部門の主要な役職を経た
後、同庫の関連会社において取締役を歴任し、幅広い知識と経験を有して
おります。これまでの経験等を活かし、客観的・中立的立場から有益な助
言をいただき、適切に監査業務を遂行していただけるものと判断し、社外
取締役候補者とするものであります。なお、同氏の監査等委員である社外
取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

4. 当社は社外取締役山田康之氏を監査等委員である社外取締役に再任された
場合、名古屋証券取引所の定める独立役員となる予定であります。同氏は
当社取引金融機関である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の管理職経験者ではあり
ますが、当社は無借金経営を行っておりますので、当該銀行が当社の事業
活動に多大な影響を与え得る取引関係はないと判断しております。また同
氏は、すでに当該銀行を退社しているため、株主の負託を受けた独立機関
として、公正・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じる
おそれがないと判断し、独立役員として指定する予定であります。

5. 当社は社外取締役水谷心一氏を監査等委員である社外取締役に再任された
場合、名古屋証券取引所の定める独立役員となる予定であります。同氏は
当社取引金融機関である桑名三重信用金庫の役員経験者ではありますが、
当社は無借金経営を行っておりますので、当該信用金庫が当社の事業活動
に多大な影響を与え得る取引関係はないと判断しております。また同氏
は、公正・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断しております。

6. 当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第１項に定める最低限度額としております。
山田康之氏及び水谷心一氏が再任された場合は、同契約を継続する予定で
あります。
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第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役福田昭人氏に対し、在任中の労に報

いるため、当社が定める役員退職慰労金規程に従って退職慰労金を贈呈いたした

く存じます。

その具体的金額、贈呈の時期及び方法については、取締役会にご一任いただき

たいと存じます。

退職慰労金については、当社の業績及び企業価値向上に尽力し、取締役として

の職務を適切に遂行したため贈呈するものであり、その金額は当社の役員退職慰

労金規程に基づき算定し、支給するものであるため、相当であると判断しており

ます。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

福 田 昭 人
2022年６月 当社専務取締役

（現任）

以上
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至名古屋

至四日市
至四日市 至四日市

至名古屋 至名古屋

桑名東I.C

桑名I.C

みえ川越I.C四日市JCT

桑名駅
桑名市

益生駅

伊勢
朝日駅

カネソウ㈱
川越町

員弁川

朝日町

1

258

23

カネソウ（株）
本社・朝日工場

JR
関
西
本
線

近
鉄
名
古
屋
線

東
名
阪
自
動
車
道

N

伊勢湾岸自動車道

株主総会会場ご案内図

会場 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

当社本社４階大会議室

電話（059）377―4747

交通 近鉄及びJR「桑名駅」よりタクシー約15分

近鉄「伊勢朝日駅」(準急、普通停車)より徒歩

約15分

お車で伊勢湾岸自動車道をご利用の場合は

「みえ川越I.C」より約５分、東名阪自動車道

をご利用の場合は「桑名I.C」または「桑名

東I.C」より約15分


